
















要割印

収入印紙

１　事業名 猪木谷国有林外森林整備事業(造林)

２　事業場所 島根県鹿足郡　猪木谷国有林外

３　事業量 別紙１　可分事業内訳書のとおり

４　事業期間 契約締結日の翌日から

令和 6年11月29日まで

ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、可分事業内訳書のとおり

５　請負金額

〔注〕「取引に係る消費税額」は、消費税法第28条第１項及び第29条並びに地方

税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、請負金額に

10/110を乗じて得た額である。

６　選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除

の区分

×

×

×

×

×

×

×

×

×

７　支給材料及び貸与物件          

 前金払 　　　分の　　以内

 中間前金払 

 部分払 回以内

(案)

森林整備事業請負契約書

金　　　　　　　円也

選択事項 選択条項

 契約保証金の納付  第4条第1項第1号

 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

 履行保証保険契約の締結  第4条第1項第5号

（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額

金 　　　 　　  円也）

引渡予定月日

 支給材料及び貸与品  第15条

 第35条第1項

 第35条第4項

 第4条第1項第2号

 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証  第4条第1項第3号

 公共工事履行保証証券による保証  第4条第1項第4号

 第38条

 国庫債務負担行為に係る契約の特則  第40条

品　　名 品質規格 数　量 引渡予定場所



８　特約事項

(1)   請負代金は、近畿中国森林管理局において支払うものとする。

(2) 　約款第38条は、別紙１の可分事業内訳書の可分作業ごとに適用するものとす

る。

(3) 　下刈折損の損害賠償については、別紙２のとおりとする。

(4) 　伐倒木の持ち出しを禁止する。

(5)   使用材料は書面により報告し、必ず承認を受けること。

(6) 　暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおり。

　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

本契約書及び令和６年４月２４日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって

公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書

により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

発注者 住　所 島根県松江市向島町134ー10 　　

分任支出負担行為担当官

氏　名 島根森林管理署 印

請負者 住　所

氏　名 印

　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和    年 　 月  　日

［注］　請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所
及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構
成員住所及び氏名を記入する。





別紙１

記
番

数量

4.76ha

6.55ha

11.31ha

1.33ha

2.12ha

0.66ha

4.11ha

2.48ha

2.48ha

1.42ha

1.42ha

2.48ha

12.73ha

4.11ha

小計

小計

 契約日の翌日から
 令和6年11月29日まで

杉山国有林
534わ林小班

柿木
担当区

除伐２類

益田
・

日原
担当区

除伐

六日市
担当区

黒瀬山国有林
553か林小班

 契約日の翌日から
 令和6年11月29日まで

下刈

 令和6年 7月 1日から
 令和6年11月29日まで

黒瀬山国有林
553れ林小班

可 分 事 業 内 訳 書

可分作
業区分

作業種 事業期間
国有林

・
林小班

摘要

米山国有林
1514ろ林小班

全刈 3年生 1回刈

小計

猪木谷国有林
530り林小班

中内谷国有林
507よ林小班

 下　　刈　  　　　合計

除伐

契約日の翌日から
 令和6年11月29日まで

鹿足河内国有林
550ち林小班

小計

 除　　伐　  　　　合計

 除伐２類　  　　　合計







































(別紙）契約情報の公表様式

島根森林管理署

事業名　：　猪木谷国有林外森林整備事業（造林）

傾斜及び植生量 作業手段
人員輸送距
離(往復･km)

通勤時間
(往復・分)

通勤起点

下刈 米山 1514ろ 2.48ha
令和6年 7月 1日から
令和6年11月29日まで

機械 50.0 59 吉賀町六日市庁舎

計 2.48ha

猪木谷 530り 4.76ha 機械 40 58 津和野町役場

中内谷 507よ 6.55ha 機械 60 105 津和野町役場

鹿足河内 550ち 1.42ha 機械 46 79 吉賀町六日市庁舎

計 12.73ha

杉山 534わ 1.33ha 機械 95 117 吉賀町役場柿木庁舎

黒瀬山 553か 2.12ha 機械 19 37 吉賀町役場柿木庁舎

黒瀬山 553れ 0.66ha 機械 20 27 吉賀町役場柿木庁舎

計 4.11ha

林分条件 作業条件

令和６年度請負事業（造林）

作業種 国有林 林小班
実行
数量

（ha、㎞）
作業期間

中(100%)

　難（9％）中（91％）

　やや難（100％）

　やや難（100％）

除伐
  契約日の翌日から
令和6年11月29日まで

中(100%)

　難（28％）中（72％）

除伐2類
  契約日の翌日から
令和6年11月29日まで

　やや難（100％）


